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令和７年横審第２号 

裁    決  

水上オートバイＡ水上オートバイＢ衝突事件 

 

  受  審  人  ａ 

    職  名 Ａ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

受  審  人  ｂ 

    職  名 Ｂ船長 

    操縦免許 小型船舶操縦士 

補  佐  人  １人 

 

 本件について、当海難審判所は、理事官畑中充出席のうえ審理し、次

のとおり裁決する。 

 

             主    文 

 

 受審人ａの小型船舶操縦士の業務を１か月停止する。 

受審人ｂを戒告する。 

 

             理    由 

 （海難の事実） 

１ 事件発生の年月日時刻及び場所 

 令和６年５月１２日１３時５４分 

 神奈川県片瀬漁港西方沖合 

２ 船舶の要目 
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  船 種 船 名 水上オートバイＡ     水上オートバイＢ 

  総 ト ン 数 ０.１トン         ０.１トン 

  全   長 ３.１２メートル      ３.１２メートル  

  機関の種類 電気点火機関       電気点火機関 

   出   力 １１２キロワット     １１２キロワット  

３ 事実の経過 

Ａは、最大搭載人員が３人で、ジェットノズル後方に水流噴出方向

制御装置を有する後進可能なＦＲＰ製水上オートバイで、ａ受審人が

１人で乗り組み、救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首尾０.２メ

ートルの等喫水をもって、令和６年５月１２日１３時３９分神奈川県

境川河口左岸の砂浜を発し、片瀬漁港西方沖合に向かった。 

ところで、ａ及びｂ両受審人は、当日、両受審人を含む仲間６人で、

ａ受審人所有のＡ及びＢほか１隻の水上オートバイを交替で操縦し、

午前中から片瀬漁港西方沖合で遊走を始めていてこのときの遊走が４

回目であった。 

ａ受審人は、１３時４４分前示沖合に到着して遊走を行ったのち、

１３時５２分半少し過ぎ正船首約９０メートルのところに、漂泊中の

Ｂを認め、接近して同船の写真撮影をすることを考え、江の島灯台か

ら３１３.５度（真方位、以下同じ。）１,２９０メートルの地点で、

針路を１５４度に定め、３.２ノットの速力（対地速力、以下同じ。）

で進行した。 

ａ受審人は、１３時５３分少し過ぎ江の島灯台から３１２.５度 

１,２４０メートルの地点に至り、Ｂから１０メートル手前の地点

（以下「撮影予定地点」という。）で撮影したのちに転針して同船か

ら離れることとし、１.６ノットに減速してスマートフォンのカメラ

機能を起動させる操作を行いながら続航した。 
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ａ受審人は、１３時５３分半江の島灯台から３１２度１,２２０メ

ートルの地点に達したとき、Ｂが正船首２５メートルのところとなり、

同船が同じ方向を向いて移動していないことが分かる状態で、その後

Ｂに向首したまま衝突のおそれがある態勢で接近する状況であったが、

スマートフォンのカメラ機能を起動させる操作に気をとられ、減速後

も継続して同船との船間距離を確認するなど、Ｂに対する動静監視を

十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ａ受審人は、Ｂを避けることなく進行し、１３時５４分

僅か前同船が船首至近となり、操縦ハンドルを左一杯としてスロット

ルレバーを操作しながら左回頭したものの、及ばず、１３時５４分江

の島灯台から３１１.５度１,２００メートルの地点において、Ａは、

船首が０４９度を向き、２.４ノットの速力となったとき、その右舷

船尾部がＢの左舷船尾部に、後方から７１度の角度で衝突した。 

当時、天候は曇りで風力３の南風が吹き、潮候はほぼ低潮時にあた

り、視界は良好で、神奈川県藤沢市に強風注意報が発表されていた。 

また、Ｂは、最大搭載人員が３人で、ジェットノズル後方に水流噴

出方向制御装置を有する後進可能なＦＲＰ製水上オートバイで、ｂ受

審人が１人で乗り組み、知人１人を操縦席の後部座席に乗せ、それぞ

れ救命胴衣を着用し、遊走の目的で、船首尾０.２メートルの等喫水

をもって、同日１３時３９分前示砂浜を発し、片瀬漁港西方沖合に向

かった。 

ｂ受審人は、１３時４３分前示沖合に到着して遊走を行ったのち、

１３時５２分衝突地点付近で、同乗者に江の島の景色を見せるため、

船首を東方に向け、停船してスロットルレバーから手を離して漂泊を

開始した。 

ｂ受審人は、１３時５３分左舷後方約６０メートルのところに、Ａ
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を認め、１３時５３分半衝突地点で、船首が１２０度を向いていたと

き、同船が左舷船尾３４度２５メートルのところとなり、その後Ａが

自船に向首して衝突のおそれがある態勢で接近する状況となったが、

Ａは自船を写真撮影するために接近していて、いずれ自船の手前で停

船するものと思い、Ａの接近状況を継続して確認するなど、同船に対

する動静監視を十分に行わなかったので、この状況に気付かなかった。 

こうして、ｂ受審人は、避航を促す音響信号を行わず、更に接近し

ても、衝突を避けるための措置をとることなく漂泊を続け、１３時 

５４分僅か前左舷後方至近に迫ったＡを認めたものの、どうすること

もできず、Ｂは、船首が１２０度を向いたまま、前示のとおり衝突し

た。 

衝突の結果、Ａは右舷船尾部外板に修理を要しない擦過傷を、Ｂは

左舷船尾部外板に擦過傷及び操縦ハンドルに曲損等をそれぞれ生じ、

Ｂ同乗者が左示指基節骨開放骨折を負った。 

 

 （航法の適用） 

 本件は、片瀬漁港西方沖合において、航行中のＡと漂泊中のＢとが衝

突したもので、衝突地点付近の海域には特別法である港則法及び海上交

通安全法の適用がないことから、一般法である海上衝突予防法（以下

「予防法」という。）が適用される。 

 予防法には、航行中の船舶と漂泊中の船舶とに適用される定型的な航

法の規定がないので、本件は、予防法第３８条及び第３９条の船員の常

務によって律するのが相当である。 

 

 （原因及び受審人の行為） 

 本件衝突は、片瀬漁港西方沖合において、藤沢市に強風注意報が発表
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された状況下、航行中のＡが、動静監視不十分で、漂泊中のＢを避けな

かったことによって発生したが、Ｂが、動静監視不十分で、避航を促す

音響信号を行わず、衝突を避けるための措置をとらなかったことも一因

をなすものである。 

 ａ受審人は、片瀬漁港西方沖合において、藤沢市に強風注意報が発表

された状況下、Ｂの写真撮影をするために同船に接近する場合、撮影予

定地点で撮影したのちに転針してＢから離れることとしていたのだから、

衝突のおそれの有無を判断できるよう、減速後も継続して同船との船間

距離を確認するなど、Ｂに対する動静監視を十分に行うべき注意義務が

あった。しかるに、同人は、スマートフォンのカメラ機能を起動させる

操作に気をとられ、Ｂに対する動静監視を十分に行わなかった職務上の

過失により、漂泊中の同船に衝突のおそれがある態勢で接近する状況に

気付かず、Ｂを避けることなく進行して衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそ

れぞれ損傷を生じさせ、Ｂ同乗者を負傷させるに至った。 

 以上のａ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第２号を適用して同人の小型船舶操縦士の業務を１か

月停止する。 

ｂ受審人は、片瀬漁港西方沖合において、藤沢市に強風注意報が発表

された状況下、同乗者に景色を見せるために漂泊する場合、自船に接近

するＡを認めたのだから、衝突のおそれの有無を判断できるよう、Ａの

接近状況を継続して確認するなど、Ａに対する動静監視を十分に行うべ

き注意義務があった。しかるに、同人は、Ａが自船を写真撮影するため

に接近しているので、いずれ自船の手前で停船するものと思い、Ａに対

する動静監視を十分に行わなかった職務上の過失により、Ａが衝突のお

それがある態勢で接近している状況に気付かず、衝突を避けるための措

置をとることなく漂泊を続けてＡとの衝突を招き、Ａ及びＢ両船にそれ
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ぞれ損傷を生じさせ、Ｂ同乗者を負傷させるに至った。 

 以上のｂ受審人の行為に対しては、海難審判法第３条の規定により、

同法第４条第１項第３号を適用して同人を戒告する。 

 

 よって主文のとおり裁決する。 

 

   令和７年９月２日 

     横浜地方海難審判所 

        審 判 長 審 判 官  米  倉     毅 

 

             審 判 官  上  羽  直  樹 

 

             審 判 官  髙  木  省  吾 

 


